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令和７年第３回 

宮代町議会定例会議案書 



議案番号 件      名      等 頁 

   

議案第３２号 専決処分の承認を求めることについて １ 

議案第３３号 専決処分の承認を求めることについて ５ 

議案第３４号 専決処分の承認を求めることについて ８ 

議案第３５号 宮代町スキップ広場条例の一部を改正する条例について １１ 

議案第３６号 宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

及び宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

の基準に関する条例の一部を改正する条例について 

１３ 

議案第３７号 工事請負契約の締結について １７ 

議案第３８号 工事請負契約の締結について １８ 

議案第３９号 工事請負契約の締結について １９ 

議案第４０号 令和７年度宮代町一般会計補正予算（第１号） ２０ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



１ 

議案第３２号 
 
   専決処分の承認を求めることについて 

 

 宮代町税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。 

 
  令和７年５月２９日提出 
 

宮代町長 新 井 康 之    
 
 
      提 案 理 由 
 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律が令和７年

３月３１日に公布されたことに伴い、緊急に宮代町税条例を改正する必要が生じたこ

とから、宮代町税条例の一部を改正する条例を専決処分の上、同日に公布したので、

地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出するものである。 
 
  



２ 

 

専 決 処 分 書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、専決処分する。 

 

   宮代町税条例の一部を改正する条例（別紙） 

 

  令和７年３月３１日 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 



３ 

   宮代町税条例の一部を改正する条例 

 宮代町税条例（昭和３１年宮代町条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第３６条の２第９項中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改める。 

第６３条の２第１項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

第８２条第１号ア中「エ」を「ウ及びオ」に改め、同号イ中「又は」を「（ウに掲

げるものを除く。）又は」に改め、同号エを同号オとし、同号ウ中「又は」を「（ウ

に掲げるものを除く。）又は」に改め、同号ウを同号エとし、同号イの次に次のよう

に加える。 

ウ 二輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力が４．０キ

ロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

第８９条第２項第２号中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改め、同項第

５号中「定格出力」の次に「（第８２条第１号ウに掲げる原動機付自転車にあっては、

原動機の総排気量及び最高出力）」を加える。 

第９０条第２項中「身体障害者又は」を「身体障害者若しくは」に、「を提示」を

「又はこれらの者の特定免許情報（同法第９５条の２第２項に規定する特定免許情報

をいう。次項において同じ。）が記録された免許情報記録個人番号カード（同法第９

５条の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同じ。）

を提示」に改め、同項第５号中「の番号、交付年月日及び」を「又は道路交通法第９

５条の２第２項第１号に規定する免許情報記録（以下この号において「免許情報記録」

という。）の番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録の」に改め、同

条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許

情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置

を受けなければならない。 

第１３９条の３第２項第１号中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改める。 

附則第１０条の２第２３項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６項」

に改め、同条第２４項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３７項」に改

め、同条第２５項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」に改め、

同条第２６項中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条第４１項」に改める。 

附則第１０条の３第１５項を同条第１６項とし、同条第１４項を同条第１５項とし、

同条第１３項の次に次の１項を加える。 

１４ 町長は、法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分

所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、マン

ションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第５条の

２第１項に規定する管理組合の管理者等から法附則第１５条の９の３第２項に規

定する期間内に施行規則附則第７条第１７項各号に掲げる書類の提出がされ、かつ、

当該特定マンションが法附則第１５条の９の３第１項に規定する要件に該当する

と認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項の規定を適用すること



４ 

ができる。 

附則第１０条の４及び第１０条の５を削る。 

附則第１０条の６第１項中「附則第１６条の４第１項」を「附則第１６条の２第１

項」に、「附則第１６条の４第６項」を「附則第１６条の２第６項」に改め、同項第

１号中「附則第１２条の６第１項第３号」を「附則第１２条の４第１項第３号」に改

め、同条第２項中「附則第１６条の４第１項」を「附則第１６条の２第１項」に、「令

和５年度分及び令和６年度分」を「令和７年度分及び令和８年度分」に改め、同条第

３項中「附則第１６条の４第４項」を「附則第１６条の２第４項」に改め、同項第３

号及び第５号中「附則第１６条の４第３項」を「附則第１６条の２第３項」に改め、

同条第４項中「附則第１６条の４第９項」を「附則第１６条の２第９項」に改め、同

条を附則第１０条の４とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

２ 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和７年度以後の年度分の固定資産

税について適用し、令和６年度分までの固定資産税については、なお従前の例によ

る。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

３ 新条例第８２条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度以後の年度

分の軽自動車税の種別割について適用し、令和６年度分までの軽自動車税の種別割

については、なお従前の例による。 

 



５ 

議案第３３号 
 
   専決処分の承認を求めることについて 

 

 宮代町都市計画税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。 

 
  令和７年５月２９日提出 
 

宮代町長 新 井 康 之    
 
 
      提 案 理 由 
 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律が令和７年

３月３１日に公布されたことに伴い、緊急に宮代町都市計画税条例を改正する必要が

生じたことから、宮代町都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分の上、同日

に公布したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出するもの

である。 
 
  



６ 

 

専 決 処 分 書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、専決処分する。 

 

   宮代町都市計画税条例の一部を改正する条例（別紙） 

 

  令和７年３月３１日 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 



７ 

宮代町都市計画税条例の一部を改正する条例 

 宮代町都市計画税条例（平成２２年宮代町条例第２１号）の一部を次のように改正

する。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３

６項」に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３

７項」に改める。 

附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条第４

１項」に改める。 

附則第７項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

附則第１７項中「第３４項まで、第３７項、第３８項、第４２項若しくは第４５項」

を「第３３項まで、第３６項、第３７項、第４１項若しくは第４４項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の宮代町都市計画税条例の規定は、令和７年度以後の年度

分の都市計画税について適用し、令和６年度分までの都市計画税については、なお

従前の例による。 

 



８ 

議案第３４号 
 
   専決処分の承認を求めることについて 

 

 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。 

 
  令和７年５月２９日提出 
 

宮代町長 新 井 康 之    
 
 
      提 案 理 由 
 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令

が令和７年３月３１日に公布されたことに伴い、緊急に宮代町国民健康保険税条例を

改正する必要が生じたことから、宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を

専決処分の上、同日に公布したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、こ

の案を提出するものである。 
 
  



９ 

 

専 決 処 分 書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、専決処分する。 

 

   宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（別紙） 

 

  令和７年３月３１日 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 



１０ 

   宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 宮代町国民健康保険税条例（昭和３０年宮代町条例第２２号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第２項ただし書中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条第３項ただし書

中「２４万円」を「２６万円」に改める。 

 第２３条第１項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万円」に改

め、同項第２号中「２９５，０００円」を「３０５，０００円」に改め、同項第３号

中「５４５，０００円」を「５６万円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の宮代町国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 

 

 



１１ 

議案第３５号 
 
   宮代町スキップ広場条例の一部を改正する条例について 
 
 宮代町スキップ広場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 
 
  令和７年５月２９日提出 
 

宮代町長 新 井 康 之    
 
 
      提 案 理 由 
 宮代町スキップ広場について、指定管理者から直営による管理運営に変更したこと

に伴い、宮代町スキップ広場条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１

項第１号の規定により、この案を提出するものである。 
 
  



１２ 

宮代町スキップ広場条例の一部を改正する条例 
 宮代町スキップ広場条例（平成２３年宮代町条例第１３号）の一部を次のように改

正する。 
 別表を次のように改める。 
別表（第５条関係） 

区分 １時間あたりの使用料 

全面 ５００円 

１／５面 １００円 

備考 
１ 使用料には、電気料を含む。 
２ 営利又は宣伝を目的としない場合で入場料及びその他これに類する料金（以下

「入場料等」という。）を徴収するときの使用料は、次のとおりとする。この場合

において、入場料等が２種類以上定められているときは、その最高額の入場料等

とする。 
ア 入場料等が１人当たり１，０００円以下のときは、当該基本使用料の１．２

倍の額とする。 
イ 入場料等が１人当たり１，００１円以上３，０００円以下のときは、当該基

本使用料の１．５倍の額とする。 
ウ 入場料等が１人当たり３，００１円以上のときは、当該基本使用料の２倍の

額とする。 
３ 営利又は宣伝を目的とする場合の使用料は、土曜日、日曜日及び祝日（国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日をいう。）は当該

基本使用料の４倍の額とし、それ以外については、当該基本使用料の２倍とする。 
４ 使用料に１０円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。 

   附 則 
 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宮代町スキップ広場条例別表の規定

は、令和７年４月１日から適用する。 
 
  



１３ 

議案第３６号 
 
   宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例及び宮代町特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例について 
 
 宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例及び宮代町特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり提出する。 
 
  令和７年５月２９日提出 
 

宮代町長 新 井 康 之    
 
 
      提 案 理 由 
 子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令が公布されたことに伴

い、宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例及び宮代町特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正したい

ので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 
 



１４ 

宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例及び宮代町特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例 

 （宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第１条 宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年宮

代町条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第１項第１号中「支援を行う」を「支援（次項において「保育内容支援」

という。）を実施する」に改め、同項第３号中「以下この号」の次に「及び第６項第

１号」を加え、同条第５項第 1 号中「子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）」を「子ども・子育て支援法」に改め、同項を同条第７項とし、同条第４項を

第６項とし、第３項各号列記以外の部分を次のように改める。 

  前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力

者を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

めるものをいう。 

  第６条第３項第１号中「第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは小規模

保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型

事業者等」という。）」を「小規模保育事業Ａ型事業者等」に改め、同項を同条第５

項とし、同条第２項中「全てを満たすと認める」を「いずれかを満たす」に、「前項

第２号」を「第１項第２号」に改め、同項各号を次のように改める。 

 （１）家庭的保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のア

及びイに掲げる要件を満たすと町長が認めること。 

   ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分

担及び責任の所在が明確化されていること。 

   イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするた

めの措置が講じられていること。 

 （２）町長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のために

必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であ

ること。 

  第６条第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

 ２ 町長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満た

すと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすることができる。 

 （１）家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

 （２）次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

   ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

   イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす

るための措置が講じられていること。 



１５ 

 ３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２７条に規定する小規模保育事業

Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項におい

て「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事

項に係る連携協力を行う者をいう。 

  附則第４項中「１０年」を「１５年」に改める。 

 （宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の

一部改正） 

第２条 宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条

例（平成２６年宮代町条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第３７条第１項中「第４２条第３項第１号」を「第４２条第３項」に改める。 

  第４２条第１項中「第５項」を「第７項」に改め、同項第１号中「支援を行う」

を「支援（次項において「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、同条第９

項を第１１項とし、第４項から第８項までを２項ずつ繰り下げ、同条第３項各号列

記以外の部分を次のように改める。 

  前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力

を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

るものをいう。 

  第４２条第３項第１号中「当該特定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業

者」に、「小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業

を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）」を「小規模保

育事業Ａ型事業者等」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項各号列記以外の

部分中「全てを満たすと認める」を「いずれかを満たす」に、「前項第２号」を「第

１項第２号」に改め、同項各号を次のように改める。 

 （１）特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次

のア及びイに掲げる要件を満たすと町長が認めること。 

 ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の

分担及び責任の所在が明確化されていること。 

 イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするた

めの措置が講じられていること。 

 （２）町長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進のため

に必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難で

あること。 

  第４２条第２項を同条第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

 ２ 町長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満

たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすることができる。 

 （１）特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

 （２）次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 



１６ 

 ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役

割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

 イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす

るための措置が講じられていること。 

 ３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは小規模

保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小規模保育事業

Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を

行うものをいう。 

  附則第５項中「１０年」を「１５年」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の宮代町家庭

的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例附則第４項及び改正後の宮代町特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例附則第５項の規

定は、令和７年４月１日から適用する。 

 



１７ 

議案第３７号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  東小学校外壁改修工事 

２ 施 工 箇 所  東小学校地内 

３ 履 行 期 限  令和７年１２月２６日 

４ 請 負 金 額  １億１，０８０万３，０００円 

５ 請 負 業 者  埼玉県南埼玉郡宮代町百間２丁目１番１５号 

           中村建設株式会社 

           代表取締役 中村 英基 

 

  令和７年５月２９日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    
 

 

      提 案 理 由 

 東小学校外壁改修工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



１８ 

議案第３８号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  百間中学校外壁改修工事 

２ 施 工 箇 所  百間中学校地内 

３ 履 行 期 限  令和７年１２月２６日 

４ 請 負 金 額  ８，７６７万円 

５ 請 負 業 者  埼玉県南埼玉郡宮代町百間２丁目１番１５号 

           中村建設株式会社 

           代表取締役 中村 英基 

 

  令和７年５月２９日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    
 

 

      提 案 理 由 

 百間中学校外壁改修工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、この案を提出するもので

ある。 

 

 



１９ 

議案第３９号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  総合運動公園避難所空調設備設置工事 

２ 施 工 箇 所  総合運動公園地内 

３ 履 行 期 限  令和８年３月３１日 

４ 請 負 金 額  ２億１，１２０万円 

５ 請 負 業 者  埼玉県南埼玉郡宮代町字山崎７４５番地２ 

           株式会社中村工業所 宮代営業所 

           所長 瀬口 卓 

 

  令和７年５月２９日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    
 

 

      提 案 理 由 

 総合運動公園避難所空調設備設置工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、この案を提

出するものである。 

 

 



２０ 

議案第４０号 

 
   令和７年度宮代町一般会計補正予算（第１号）について 

 
 令和７年度宮代町一般会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 

  令和７年５月２９日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    
 

 

      提 案 理 由 

 定額減税を補足する調整給付に係る不足額給付のほか、医療費助成に係るオンライ

ン資格確認のためのシステム更新及びコミュニティ助成金の交付等に伴い、令和７年

度宮代町一般会計予算に１億４，１０９万５，０００円を追加し、総額を１３６億

６，７０９万５，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定

により、この案を提出するものである。 

 
 
 


